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第３回定例会議事日程 
 
会 期 

令和７年３月２６日（水）  開会 午前   ９時３０分 
                閉会 午前  １１時２０分 
 

場 所 

  アストくにさき３階会議室 

 

議 事 

○令和７年度要保護・準要保護児童・生徒に対する就学援助費の認定につい 
 て 
○国東市国見生涯学習センター条例施行規則の一部改正について 

  ○国東市社会教育指導員規則の一部改正について 
  ○国東市立学校徴収金等取扱規程の一部改正について 
  ○国東市特別支援教育就学奨励規則の一部改正について 
  ○国東市日本語指導支援員配置要綱の制定について 
  ○国東市立学校管理規則の一部改正について 
  ○国東市心身障害児就学指導委員会規則の一部改正について 
  ○国東市教員業務支援員（スクールサポートスタッフ）設置要綱の一部改正 

について 
   
   
報告・説明事項 

  ○区域外・校区外就学の報告について 

  ○国東市学校体育及び諸活動に係る大会等の出場経費に対する補助金交付 

要綱の制定について（市長の告示として制定するもの） 

  ○国東市社会教育関係団体活動補助金交付要綱の一部改正について（市長 

の告示として一部改正するもの） 

  ○令和６年度国東市一般会計補正予算（３月補正）について 

  ○令和７年度国東市一般会計当初予算について 

  ○令和７年第１回国東市議会定例会 一般質問・議案質疑について 

 

 

その他 

 

 

出席者（１３名） 

   教育委員（５名） 
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教 育 長              岩 光 一 郎 

教育長職務代理者           古 城 芙美枝 

委   員              手 嶋 秀 法 

委   員              松 尾 泰 二 

委   員              福 永 泰 信 

 

   教育委員会事務局（８名） 

教育総務課長             村 井 奈穗子 

学校教育課長             末 平   誠 

社会教育課長             黒 木 宏 一 

文化財課長              榎 本 雅 彦 

図書館事務長             都 留 英 基 

給食センター所長           高 橋   剛 

教育総務課総務係総括リーダー     河 野 裕 章 

      教育総務課総務係主事         戸 髙 南 美 

 

 

【午前９時３０分】 

村井教育総務課長 開会宣言 

 

【教育長あいさつ】 

  岩 光 教 育 長 

 

【会議録署名委員指名】 

岩 光 教 育 長 会議録署名委員に松尾委員、古城委員を指名 

 

【前回会議録承認】 

全 委員承 認 

 

【各課報告及び今後の日程】 

   村井教育総務課長  3 / 3 国東市教育委員会表彰（後期）表彰式 

                        3 / 4 国東市議会一般質問（１日目） 

            3 / 5 国東市議会一般質問（２日目） 

            3 / 7 市内中学校・義務教育学校卒業式 

            3 /10 国東市議会議案質疑 

            3 /11 国東市議会文教厚生委員会 

            3 /14 スクールバス旭日便体験会 

            3 /19 国東市議会第１回定例会閉会 
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            3 /24 市内小学校卒業式 

            3 /25 幼稚園卒業式 

            3 /26 教育委員会第３回定例会 

            3 /31 市職員退職及び出向辞令交付式 

         4 / 1 教育委員会職員辞令交付式 

         4 / 1 全体管理職会議 

         4 /10 市内中学校入学式 

         4 /11 市内小学校入学式 

         4 /15 幼稚園入園式 

         4 /16 反射タスキ贈呈式 

         4 /23 令和７年度第１回市町村教育長会議兼大分 

県教育情報化推進本部会議 

            4 /24 教育委員会第４回定例会 

 

末平学校教育課長 3 /13 学校安全衛生委員会 

            3 /31 県費負担教職員退職辞令交付式 

            4 / 1 教職員新任管理職・新採用者等辞令交付式及 

び転入者着任式 

            4 / 3 校長・教頭・教務主任会議 

            4 / 4 フレンドリーひろばスタッフ会議 

            4 / 7 部活動指導員任命式 

            4 /15 授業力向上連絡協議会 

            4 /17 全国学力・学習状況調査 

            4 /22 大分県学力定着状況調査 

            4 /25 第１回校長会議 

 

黒木社会教育課長 3 / 2 【第３弾】プロスポーツ教室（卓球） 

            3 /14 Ｒ６第２回国東市公民館運営協議会 

            3 /15 国見文化芸能発表会 

            3 /16 子ども会レクリエーション大会 

            3 /19 国東市人権を学ぶ会⑪ 

            4 /16 スポーツ推進委員役員会 

            4 /23 青少年行政主管課長等会議 

            4 /23 市町村社会教育主管課長等会議 

            4 /25 第２４回九州瀬戸内高等学校女子駅伝競走大 

会等事務局会議 

 

      都留図書館事務長  3 / 8 おはなし会（くにさき・武蔵・安岐図書館） 
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            3 / 9 おはなし会（国見図書館） 

            3 /13 あかちゃんおはなし会（くにさき図書館） 

            3 /18 令和６年度第２回図書館協議会 

            4 /10 あかちゃんおはなし会（くにさき図書館） 

            4 /12 おはなし会（４館図書館） 

            4 /23 こどもの読書週間行事：ブックリサイクル等 

                5/11 まで（４館図書館） 

 

   榎本文化財課長 3 / 4 古代土器づくり講座⑪ 

            3 /12 古代石がま講座⑩ 

            3 /14 たたら製鉄講座⑪ 

            3 /18 古代とんぼ玉講座⑪ 

                        3 /20 諸田山神社御田植祭 

            3 /21 第２回史跡安国寺集落遺跡整備検討委員会 

            3 /27 古代編物講座⑪ 

            4 / 4 エプシー 

            4 / 5 ぷらすＡ 

            4 /26 エイトアップ実相寺店 

 

   髙橋給食センター所長 3 /31 令和６年度学校給食費令和７年２・３月分納 

期限 

 

 

岩 光 教 育 長 はい。それでは各課から報告と今後の日程ということでご 

ざいましたが、委員さん方から何かご質問、ご意見等ござい 

ますか。はい。では、福永委員さん。 

福 永 委 員 図書館に伺います。来年度から赤ちゃんのおはなし会が予 

約制に変わるということでしたけれども、予約制に変わっ 

た理由といいますか、どういう経緯で変わったのか教えて 

ください。 

都留図書館事務長 はい。赤ちゃんおはなし会については、いつも日にちは大体 

決まっていたのですが、参加者は特に最初から募っていた 

訳ではなくて、その当日来られた方に実施するというよう 

な、そういうイメージであるのですけれども、これが中々当 

日来ないというパターン、講師は来ているのですが来ない 

というパターンがそうしても出てきますので、講師の方に 

もちょっとこれは失礼に当たるというのがひとつと、来ら 

れて結局事業を実施せずに講師料をお支払いするというこ 
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とが中々できないので。実際実施していないので。これもよ 

ろしくないということで、確実に来られる、実施できる日を 

赤ちゃんおはなし会として実施したいので、来年度予約制 

とさせていただきたいと思っております。以上です。 

岩 光 教 育 長 よろしいですか。 

手 嶋 委 員 関連でいいですか。 

岩 光 教 育 長 はい、手嶋委員さん、どうぞ。 

手 嶋 委 員 関連の質問なのですが、今までの赤ちゃんおはなし会で、事 

前に明日あるなら行きたいのですけれどもみたいな問い合 

わせとか、予約に類することはございましたか。１３：０５ 

都留図書館事務長 はい、問い合わせは勿論あります。それで実際に参加してい 

ただくというのが一番こちらとしてはやりやすいパターン 

ではあったのですけれども、これまで予約というのはとっ 

ていなかったので、どうしてもノーゲストというパターン 

があったものですから、そういうことを解消するための措 

置ということになります。 

手 嶋 委 員 ありがとうございました。 

岩 光 教 育 長 はい。これは予約制だけれども、飛び込みもいいのですか。 

都留図書館事務長 飛び込みの場合は、講師はその日は来れないので、予約はあ 

りませんと伝えるのですけれども、来た場合は司書が対応 

したいと考えております。 

岩 光 教 育 長 いえ、予約があってするのだけれども、当日急に参加したい 

というのは。 

都留図書館事務長 はい。実施している所の飛び込みは構いません。 

岩 光 教 育 長 はい。よろしいですかね。その他委員さん方、ございますか。 

全 委 員 はい、よいです。 

 

 

【議 事】 

 

議案第 11 号 令和７年度要保護・準要保護児童・生徒に対する就学援助費 

の認定について 
 

村井教育総務課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。 

全 委 員  はい、よいです。 
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  議案第 12 号 国東市国見生涯学習センター条例施行規則の一部改正につ 

いて 

 

黒木社会教育課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 今規則の改正について説明がございましたが、これについ

てご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

  議案第 13 号 国東市社会教育指導員規則の一部改正について 

 

黒木社会教育課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 はい。今説明がありましたが、実状に合わせて改正するとい 

うことでございます。委員さん方、ご質問、ご意見等ござい 

ますか。よろしいでしょうか。 

福 永 委 員 すみません。 

岩 光 教 育 長 はい、福永委員さん。 

福 永 委 員 社会教育指導員という方は、どういったことをされる方な 

のか教えていただけますか。 

黒木社会教育課長 はい。定数は８名以内ということで今現状とすると人権の 

関係の職員が現実に３名配置、それから公民館担当の社会 

教育指導員が３名配置ということで、中央公民館と地区館 

との間を繋ぐ役割。それから人権の方は、今人権学習会等取 

り組んでおりますが、それの題材を作ったりとか、一緒に考 

えてもらったりしているところです。 

岩 光 教 育 長 よろしいですか。では、この項も承認ということでよろしい

ですかね。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

  議案第 14 号 国東市立学校徴収金等取扱規程の一部改正について 

 

村井教育総務課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 はい。今説明がありましたが、これについて委員さん方から

ご質問、ご意見等ございますか。はい、では松尾委員さん。 

松 尾 委 員 今までＰＴＡの会費というのは多分先生が集められている。 

今後の方針というのは各ＰＴＡでは決まっているのでしょ  
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うか。 

村井教育総務課長 この規程の改正を受けて、４月に学校の方に説明をさせて 

いただきたいと思います。それで、急には無理かなと思うの 

ですが、少しずつどういった形がいいのかというところを、 

手放していただきたいと思いでしております。また４月以 

降学校の方には説明をいたします。 

松 尾 委 員 分かりました。ありがとうございました。 

岩 光 教 育 長 はい。他に委員さん方、ご質問は。はい、福永委員さん。 

福 永 委 員 ＰＴＡ会費を今現在は学校が一括して徴収してくださって 

いる。それを４月に説明してくださるということなのです 

けれども、役員は大体今年に入った位で新しい役員の方は 

もう決まっている。保護者の方々。それで、それはちょっと 

遅いのではないかなと思うのです。役員になられる方々も 

大体前年と同じような感じでやる。仕事というのは大体認 

識されているはずなので、お金の管理ということが出てく 

るとなると、いきなりそんなこと言われても、というそんな 

感じにならないとも限らないので、年度が変わってという 

よりも、なるべく早めにそういったことはお知らせいただ 

いて、心の準備というか色々保護者間でよく話し合ってい 

ただいて、話す時間をゆっくり取っていただくようにして 

ほしいなと思います。 

村井教育総務課長 言われる通りだと思いますので、ここの部分で議決を受け 

た後に学校の方には一度お知らせしておきたいと思います。 

できるだけ学校の教職員がＰＴＡ会費を扱わないという方 

向で示していきたいと言うところの思いはありますので、 

急には無理かもしれませんけれども、一応規程の方は整備 

をさせていただきたいというところです。 

岩 光 教 育 長 はい。よろしいでしょうか。ＰＴＡの中の会計という役職等 

の関係もあると思いますので、早めにやっぱり知らせて体 

制を作っておくことになろうかと思います。その他、委員さ 

ん方、どうでしょうか。よろしいですかね。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

  議案第 15 号 国東市特別支援教育就学奨励規則の一部改正について 

 

村井教育総務課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 はい。それでは規則の改正について、ご質問、ご意見等ござ
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いますでしょうか。はい、では古城委員さん。 

古 城 委 員 大賛成です。ちょっとそういうお話も聞きましたので、よか 

ったなというふうに思っております。以上です。 

岩 光 教 育 長 はい。それでは、松尾委員さん、どうぞ。 

松 尾 委 員 給食費の無償化で、他市町村で住所がある人で、市の学校に 

通っている人がいますよね。そういう子たちの給食費はど 

うなっているのですか。 

髙橋給食センター所長  給食センターからお答えします。そういった方もいらっし 

ゃいます。その方についても、消化するという形になってい 

ますので、基本的には国東のセンターの方から提供してい 

る給食については無償化する形になっています。加えて国 

東市の住民登録がある方で国東市に設置のない特別支援学 

校に行かれる方については、助成事業を組んで対応する形 

になっていますので、そういった形で給食費が削除されて 

いるという形になります。 

松 尾 委 員 なんとなく腑に落ちないというか、国東市民以外の人もと 

いうことなのですね。 

髙橋給食センター所長  そうです。 

松 尾 委 員 一応了解しておきます。 

岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。それではこの改正については承認と 

いうことでよろしいですか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

  議案第 16 号 国東市日本語指導支援員配置要綱の制定について 

 

末平学校教育課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 はい。この日本語指導支援員について配置要綱を制定する

ということですが、このことについて、ご質問、ご意見等ご

ざいますでしょうか。はい、では古城委員さん。 

古 城 委 員 今現実に必要とされている子どもさんはどのくらいいらっ 

しゃるのかお伺いしたいと思います。 

末平学校教育課長 はい。現状としては中国から来られたお子さんで、日本語が 

まだ殆どできないお子さんがいます。それからフランスか 

ら来ているお子さんも日本語がまだこれからという形です。 

それからベトナムから来ているお子さんもいます。現状と 

してはこのお子さんには、学習支援教員という学習支援を 

する職員がいますので、その職員のサポートによって生活 
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等支援しているところではありますが、今後こういったお 

子さんが増えてくることが考えられますので、対応できる 

ようにという形にしております。 

古 城 委 員 その支援職員の方は、フランス語とか、中国語とか、ベトナ 

ム語とか少しはできるのでしょうか。すみません。 

末平学校教育課長 今回定めている日本語指導支援員については、そういった 

現地の言葉を話せるということが、要件としては実は入っ 

ておりません。県の方でもそうなっておりますが、言葉の壁 

は例えばタブレットであるとか、翻訳アプリを使って乗り 

越えながら日本語の指導をしていくという形になります。 

望ましいのはその言葉を話せるというのが第一ですが、そ 

うでなくても工夫をしながら支援をしていくという形です。 

現状今支援にあたっている学習支援教員の中には、中国語 

を話せる方がいますので、その方のサポートで今支援をし 

ているというところです。 

古 城 委 員 ありがとうございます。 

岩 光 教 育 長 はい。どちらの言語も分かるのが一番スムーズで、子どもも

安心できるでしょう。だから日本人ではなくても私はいいと

思っているのだけれども、とにかくその子が学校に慣れてい

くと。日本の学校に慣れていくための支援員を配置したいと

いうことですが、よろしいでしょうか。はい、では福永委員

さん。 

福 永 委 員 この取組はこれからということですけれども、実際にこれ 

に関わってくださる方が、実際どれ位いらっしゃるのか。そ 

れで、これから外国の方の子どもさんたちが増えていった 

場合に、同じ学校にかたまるかもしれないし、色々な学校に 

点在するかもしれないし、一人の方がどれ位の子どもさん 

を見ることができるのか、増えた場合に人員を増やすこと 

が可能なのか、そこら辺の先の見通しというか、そういった 

ところはどういうふうに考えていらっしゃるのか。僕は逆 

に支援される方が例えばＡＰＵの学生さんであったりとか、 

市内で探さなくても色々できる方を広く探せばもしかした 

らいらっしゃるのかもしれないし、色々な考え方ができる 

と思うのですけれども、そこら辺はどうでしょうか。 

末平学校教育課長 今後の見通しということで、人員がどれ位いるのかという 

ことですが、今現状については、学習支援教員の方で対応で 

きていると思っておりますので、直ぐにこの人たちを集め 

ないとというふうにはなっておりません。ただ、必要となっ 
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た時には、当然今福永委員さんが言われたように、ＡＰＵの 

学生さんもそうでしょうし、大人の方でも結構国東市内に 

外国籍の方が住んでいて、日本語も堪能になられていて、母 

国語も当然話せるので、そういった方を紹介していただき 

ながら、配置も考えていけたらと思っています。一校に何時 

間とか、というのも対象のお子さん次第だと思いますので、 

すごくまだ日本語のサポートが必要な場合には、やはり手 

厚く支援する形になるでしょうし、ある程度話せるお子さ 

んが複数いるのならば、一人でも対応できるかなと思いま 

すので、そこの日本語能力の見極めのところを県からのア 

ドバイザーが判断してくれるということになっていますの 

で、それも活用しながら支援をしていきたいと。ただ、やは 

り子どもは生活の中でどんどん言葉を覚えていく。大人よ 

りも早いと思っていますので、支援の頻度というのは下が 

っていくだろうというふうに思っていますので、そういう 

人材を次の学校にとか、次の対象者にということで、有効的 

に活用していきたいと思っています。以上です。 

岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。 

福 永 委 員 話をするのはすごく習得は早いと思うのですけれども、た 

だ、字ですよね。読み書きに関してがやっぱりちょっと時間 

がかかるのではないかと思うので、そこら辺をどういうふ 

うにサポートしていけるかが難しいところではないのかな 

というふうに思っています。 

末平学校教育課長 はい、ありがとうございます。もう本当に書く方が難しいと 

思います。なので、県の方で日本語の教材の方も紹介されて 

います。そういうものも活用して、そして家庭でも協力して 

もらわないと、学校だけで書く力というのは難しいので、家 

庭での学習とか、今タブレットを一人一台貸与しています 

ので、それを使って書く練習をしていくとかいうことを継 

続してして指導していきたいと思っています。ありがとう 

ございます。 

岩 光 教 育 長 はい。その他ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

  議案第 17 号 国東市立学校管理規則の一部改正について 

 

村井教育総務課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 
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岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

議案第 18 号 国東市心身障害児就学指導委員会規則の一部改正について 

 

末平学校教育課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 それでは、委員さん方、ご質問、ご意見等ございますでしょ 

うか。その後の一貫した支援というのは、何か具体的にはあ 

りますか。 

末平学校教育課長 はい。就学時であったり、次年度の初めの在籍する学級の判 

断だけではなくて、その学期中、年度途中であっても、困り 

ごとが表面化したりとかいうことがあれば、教育相談を行 

ったり、年度途中の在籍学級の変更を検討する等、年間通し 

て支援していくということが求められていますので、そう 

いったことにも対応できるというか、合った名前に変更し 

たいというところであります。 

岩 光 教 育 長 どうでしょうか。はい、福永委員さん。 

福 永 委 員 教育相談、就学のことについて指導とか支援ということな 

のですけれども、中学生だったら何処の高校を受けるか。本 

人の希望がまずあります。高校生だったら、進学、どこの専 

門学校に行くか、短大、４年制、公立、私立、または就職す 

る。色々あります。そこで昔からそうなのですけれども、よ 

くお前はこうだから、ここの学校に、本人の希望があったと 

しても、こういう学校がいいのではないか、こういう仕事が 

いいのではないかと言って、行かされると言ったら言い過 

ぎかもしれませんけれども、そこに向かわせるというか、そ 

ういう傾向がよくありました。本人がこうしたい、こういう 

ところに行きたいというのであれば、僕はそうさせたらい 

いと思うのです。学校の先生方の生徒を思いやっての気持 

ちというのはよく分かるのですけれども、その子の未来が 

あなたに見えるのですかと、僕はいつも思うのです。その子 

の将来があなたに分かるのですか。その子の将来に対して 

あなたはそう言ったことで責任を取れるのですかと僕はい 

つも思うのです。なので、この子たちがこうしたい、こうい 

うふうに進みたいと言った場合は、明らかに無理だと分か 

っていても、何かしら頑張って、一生懸命、今君はこういう 

状態だからもうちょっと頑張って希望どおりになれるよう 
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に一緒に頑張っていこうよと、もうちょっと前向きな、そう 

いう支援であってほしいなといつも思っています。以上で 

す。 

末平学校教育課長 はい。ご意見ありがとうございます。本当に以前は就学基準 

という基準があって、それに則って支援学校に行くお子さ 

んですよというような形で決めていた時代があったのです 

けれども、今は時代も変わってこの教育支援委員会の中で 

は、専門家が診断面であったり、発達障害の結果からこの子 

にとってはここがふさわしいであろうという判断をしてく 

れますが、その後教育委員会が保護者であったり、勿論本人 

の思いもあるのですけれども、そういったことを踏まえな 

がら、聞きながら就学先を決定していくというところにな 

りますので、勿論本人の意思、ただ、本人の意思が非常にそ 

れは難しいのではないかと、また本人と家庭と話をしなが 

ら納得できる、頑張れる形を作っていきたいなというふう 

に思っています。はい、ありがとうございます。 

岩 光 教 育 長 はい。今言われた部分が今までは指導委員会と、やはり指導 

が、だったけれどもやはり本人、やはり保護者含めてそうい 

う意向を大事にする支援委員会という部分に名称を変える 

と。それともうひとつは就学のみならず、日常の色々な教育 

に関しても支援をするのだという意味で就学から教育支援 

というふうに変えたというようなことが背景にあるという 

ことなのです。どうでしょうか。その他は。はい、手嶋委員 

さん。 

手 嶋 委 員 当然のことなのですけれども、この名称どうか問題だと思 

うのですけれども、今回教育委員会も国東市全体を通して 

教育を支援していくという観点が非常に強い会だと思うの 

です。そんな中で新たに教育支援委員会と入れたら、平たく 

言うと紛らわしいということが一番の第一印象としてあり 

ました。ただ、時代に応じてハンデを持っている子どもたち 

に障害児適正とかいう言葉をあまり使いたくないというこ 

とからこういうことになったのだとは思う訳ですけれども、 

支援と銘打った以上は、やはり本当に支援していかなけれ 

ばならないことだと思うのです。ということは、つまり子ど 

もたちに人員を割いていく、支援していくということにな 

ってくると思うのです。そうなると当然予算が発生してく 

るという、こういう流れになってくると思うのです。今回の 

改正というのは、名称の変更ということで、そこまで踏み込 
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んだことを考えて提出されたものではないというふうに私 

自身は認識しておりますが、実際少し紛らわしいこの支援 

委員会という言葉が発生した以上は、市の予算からもしっ 

かりと支援をしていくというふうに各方面に受け止められ 

ていくということになると思うので、今まで指導というふ 

うに言っていた場合は、あなたの子どもさんはこういう状 

況だから、こっちの方がいいのではないかと、そういう指導 

していたというところから希望に添える形で支援をします 

ということになると、当然言葉だけの問題としたら一般の 

市民に受ける印象が、支援と言っているけれども何もして 

くれないではないかとなると、非常に逆効果ということに 

もなるのではないのかなと思いましたが、現学校教育課の 

方では、予算の拡充とか、支援の手厚さとかいうことに関し 

ては、どういうふうな認識を持っているのかということと、 

私自身は今回のこの提案に対しては、言葉の問題だけでこ 

られたのかなというふうに読ませていただいたというふう 

な印象を持っているという２点であります。もし分かる範 

囲でお答えできれば、お願いします。 

末平学校教育課長 はい。今回これは名称の変更の部分でありますけれども、や 

はり名称の変更に載せている理由は、ここは大事にしない 

といけないところだと思います。今手嶋委員さんが言われ 

たように、形だけ支援という名前を付ければ良いという訳 

では決してないので、いかにこれからも支援を充実させて 

いくというのは、学校教育課としてしっかりと進めていき 

たいというふうに思っております。予算のことにつきまし 

ても、今市全体で会計年度任用職員を削減をするという方 

向がある中ですが、市の方も理解をしてくれているところ 

もありまして、例えば特別支援教育支援員も現状維持の形 

で、近隣の中では比率は高い。支援の厚さは国東市はあると 

思っていますので、人員の配置であったり、後は支援員の研 

修をしっかりと深めていくということ、そして支援員だけ 

ではなく、やはり教職員全体が研修を通して、担任として支 

援が十分できるようにというところも合わせてしっかりと 

進めていきたいと思います。 

手 嶋 委 員 ありがとうございます。 

岩 光 教 育 長 はい。よろしいでしょうか。その他、委員さん方、ご質問や

ご意見はございませんか。 

全 委 員  はい、よいです。 
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  議案第 19 号 国東市教員業務支援員（スクールサポートスタッフ）設置要 

綱の一部改正について 

 

末平学校教育課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

【報告・説明事項】 

 

〇区域外・校区外就学の報告について 

 

末平学校教育課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

   

○国東市学校体育及び諸活動に係る大会等の出場経費に対する補助金交付 

要綱の制定について（市長の告示として制定するもの） 

 

村井教育総務課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

○国東市社会教育関係団体活動補助金交付要綱の一部改正について（市長 

の告示として制定するもの） 

 

黒木社会教育課長 〈配付資料をもとに内容について説明〉 

岩 光 教 育 長 よろしいでしょうか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

○令和６年度国東市一般会計補正予算（３月補正）について 

○令和７年度国東市一般会計当初予算について 

○令和７年第１回国東市議会定例会 一般質問・議案質疑について 
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村井教育総務課長 補正予算、それから令和７年度の当初予算が資料３と４、そ 

して令和７年度の国東市議会定例会一般質問、議案質疑に 

ついて、資料５として先に配付をさせていただいておりま 

す。ここの部分については、報告ということでお知らせして 

おきます。中身については、ひとつずつの説明はございませ 

ん。すみません。 

岩 光 教 育 長 ご覧になって、何かちょっと詳しく聞きたいということは 

ございませんか。よろしいでしょうか。はい。では、福永委 

員さん。 

福 永 委 員 ４頁です。学校教育課です。右の下、タブレットのことに関 

しての、一般会計の部分です。一般会計の４頁の右下、６番、 

効果というところです。タブレットは学校だけではなくて、 

児童、生徒が家庭に持って帰って使用できるようにしてい 

ただいているということですけれども、今家庭では子ども 

たちが持って帰ったタブレットをどの家庭でも使える状況 

にあるのかと、学校から家庭に持って帰って、家庭と学校を 

タブレットを移動させることによって、タブレットが傷む 

とか、色々不具合が起きたりということがないのか。そもそ 

もそのタブレット、僕はあまり家庭でもどれほど使う必要 

性があるのかと思っているのですけれども、家庭でタブレ 

ットを使える環境に全家庭があるのか、持ち帰りした場合 

にタブレットが破損したりとかないのか、家庭でタブレッ 

トを持って帰って使う必要性とか、その３つをちょっと伺 

いたいと思います。 

末平学校教育課長 はい。ありがとうございます。タブレットが各家庭で使える 

状況にあるのかというところにつきましては、年度初めに 

どの学校も接続テストをしています。特に新入生は初めて 

になりますので、家庭でちゃんと繋がっているかどうかと 

いうところを、確認をするようにしていますので、現状とし 

てはどの家庭もタブレットは使える状況にあるというふう 

に考えております。家庭にＷｉ－Ｆｉ環境がないところに 

は、環境をつくって欲しい、設置をして欲しいお願いをしま 

すし、経済的な支援が必要な家庭については教育委員会の 

方からポケットＷｉ－Ｆｉを貸し出して、繋げられるよう 

にするという形で取組を進めています。持ち帰りでの破損 

等については、やはり私たちのイメージとして、私もそうで 

すけれども、タブレットは壊れたら高いものだし、慎重に扱 

わないといけないという、勿論当たり前なのですけれども、 
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今からの子どもたちはタブレットも筆記用具と同じ物だと 

いう扱いで、筆箱と同じような位置付けだというところで 

ありますので、学校から家庭への持ち運びというのも、今後 

は当然なものになっていくものだろうと思っています。た 

だし、やはり壊れないようにするための持ち運びの指導 

とか、クッション性のあるバックを準備して、それで持ち運 

ぶようにしていますので、その辺は十分気を付けながら、で 

も壊れたら悪いから家に持って帰らないということが無い 

ようにはしていきたいとは思っています。家で使う必要性 

というところですが、まずひとつは、家でタブレットを使う 

ことが当然になるような環境を作りたいと思っています。 

今後また感染症が急に広がった時に、リモート授業に直ぐ 

に移行できるとか、自然災害で学校に行けないという時に 

も、そういうことも今後選択肢のひとつになっていきます 

ので、家庭で使うことに慣れていきたいということ、それか 

ら家庭学習も今タブレットで出しています。特に多いのが、 

夏休みや冬休みなどの長期休業の時が多いですが、これで 

出すと丸付けもコンピュータの方が、ＡＩがしてくれるの 

で、教職員の負担軽減にもなります。そして間違えた問題か 

ら、あなたにはこんな問題がお勧めですよということまで 

提案してくれますので、その子に応じた学習が深まってい 

くかなというふうに思っています。そういったことから、家 

庭での使う機会というのは確保していきたいというふうに 

思っております。 

村井教育総務課長 私の方からは、学校と家庭との移動等で破損等がないかと 

         いうところなのですけれども、今末平課長が言われました

ように、大切に扱っていただいています。ただ、事故等で破

損する場合も年に１件、２件あります。そうした時には、今

保険に入っていますので、保険で対応できる部分について

は保険で対応しまして、保険を使っても自己負担が生じて

高額になるという場合もあります。そういった時は、予備機

がありますので、その分で代替をお渡ししているようなこ

とです。件数としては１件あるか無いか位だと思います。そ

の時は事故報告書も上げていただいていますので、それの

中身についても精査しております。以上です。 

岩 光 教 育 長 よろしいですか。私もやはり基本は人による教育が一番だ

と思うのです。ただ、色々な面で教育を補うために、先程感

染症とか災害とかの時に補うために活用していくと、そうい
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う環境を事前に整えておくということはやっぱり大事なの

だろうというふうに思っています。ただ、これにもう任せて

しまって、先生が授業をしないとか、できないとか、そうい

うことにならないように、基本は教師がしっかり教育を行う

のだというのを大事にしていきたいと思います。今一般会計

も一緒に進んでいますので、補正、一般会計を通して委員さ

ん方から質問があれば、折角の報告の場ですので。 

村井教育総務課長 その前によろしいですか。 

 

         ※所用により途中退席される手嶋委員が退席する前に、次 

回の定例会の日程調整を先に行う。 

 

岩 光 教 育 長 それでは、報告事項に戻ってもいいですか。 

村井教育総務課長 はい。すみません。 

岩 光 教 育 長 それでは、一般会計はよろしいですか。はい、どうぞ。 

福 永 委 員 １３頁なのですけれども、スクールソーシャルワーカーの 

件で、これに今実際何名の方がいらっしゃっていて、その数 

でその業務がその人数で足りているのか、現況の問題点の 

部分で不登校の子どもたちも増えてきているということで、 

実際その現状その業務に関わってくださっている方々が、 

その人数で足りているのか、十分余裕を持ってお仕事をし 

ていただけている状況なのか、その辺を伺いたいと思いま 

す。 

末平学校教育課長 はい。スクールソーシャルワーカーは、現在国東市内には２        

名配置をしています。そこの問題点のところにも書いてあ 

りますように、不登校であったり、色々な課題を抱えている 

子どもたちが増えている状況にあるので、２人で十分に対 

応できているかというところについては、余裕があるとい 

うところは言えないところなのかなと思っていますので、 

来年度以降増員については、しっかりと考えていかないと 

いけないというふうに思っています。特にヤングケアラー 

のこととかも話題にあがっていますけれども、家庭との問 

題にも沢山関わっていかないといけないというふうに思っ 

ていますので、増員については、それも視野に入れて来年度 

事業を進めていきたいと思っています。 

岩 光 教 育 長 はい。よろしいでしょうか。はい、古城委員さん。 

古 城 委 員 ちょっと今末平課長が仰ったようなことが段々増えてきて 

いるというか、ご家庭で親御さんにやっぱり支援が必要、親 
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御さんにも支援が必要なご家庭がすごく増えていたりいう 

かいうこともひとつあって、普通に今まで支援が必要だと 

言われていた子どもさんだけの支援だけでは足りなくなっ 

てきているなというふうに思うのです。それで、例えば学校 

の教室の中でも、支援の必要な子どもさんについて、１２頁 

のところとかで他の支援が必要な子どもさんに対してケア 

をきちんとしていって、授業がちゃんと成り立っていくよ 

うにというところの配慮をしてくださって、そこに応じた 

きめ細やかな支援を行うことができるようにというところ 

での予算をしてくださっていると思うのですけれども、そ 

うではなくて、そういう子どもさんではない普通の子ども 

さんがやっぱり落ち着かなくて授業が成り立たなくなりつ 

つあるというところもあるのではないかなというふうに。 

それでそのまあ私共の職場の家族、子どもさんなのですけ 

れども、一生懸命勉強したいと思う子どもさんが不登校に 

なったりとか、段々そういう話も聞いております。そこまで 

いかなくても鬱っぽくなったりとか、そういう様な状況が 

段々出てこないかなという心配があるなというふうに思い 

ます。なにかその、ではどうすればいいのかというと、私も 

分からないのですけれども、段々学校の教育費の無償化と 

いうことが進んでくると、そういう子どもさんとか私立の 

方に行ったりとか、そういうふうになるかもしれないし、通 

信の高校に行かれたりするかもしれないなと、本当にこれ 

はまだ想像の段階なのですけれども、普通の子どもさんに 

対しても、授業をしっかり、いい授業をしていけばというと 

ころ以外のところの心配も出てきているのではないかとい 

うふうに、ちょっと私共というか、子どもさんの支援、必要 

な子どもさんの支援を行っている事業者としても、ちょっ 

とそこら辺心配しております。これは学校の支援に入って 

いる先生方も、その子どもさんで３年生、４年生になったら 

突然不登校になったりする子どもさんがいるのですよとい 

うそういう話の中からも、感じて取れるなと思ったりもす 

るので、まとまらないのですけれども、支援が必要としてい 

ない子どもさんも、やっぱりしっかりと見ていっていただ 

けたらなと思います。 

末平学校教育課長 はい。ありがとうございます。支援が必要とされているお子 

さんに対するケアも勿論しっかりとやっていかないといけ 

ないですけれども、今委員さんが言われたようなところは、 
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学校生活であったり、家庭生活に対しても不満であったり、 

困りを持っている子どもというのは沢山いるだとうという 

ふうに思っています。それは、学校の教職員の視点から見つ 

けられるものもあれば、そうではない、見えないところもあ 

ると思うので、スクールソーシャルワーカーはじめ、福祉関 

係の人とか、色々な人が色々な角度から見て、気になるとこ 

ろは共有の会議がありますし、今後市の中でも社会福祉協 

議会とかも含めた重層的な支援を行っていくようになって 

いますので、そういう所でも困りを共有して、家庭へのサポ 

ートとか、子どもへのサポートとか、何処へ繋げばいいかと 

いうところを深く検討していきたいなと思っています。は 

い。ありがとうございます。 

古 城 委 員 ありがとうございます。 

岩 光 教 育 長 はい。その他委員さん方、よろしいでしょうか。 

福 永 委 員 すみません。この中ににあってちょっと分からないのです 

けれども、修学旅行の件なのですけれども、特に中学生は関 

西等遠方の方に行きます。今すごく海外の方も沢山来られ 

て宿を取るのも大変。それで、宿代も上がっているので支援 

もしていただいているのですけれども、そこら辺をこれか 

ら修学旅行のあり方とか考えた時に、今まで通りの感覚で 

行けるものなのか。もうちょっと色々対策を考えた方が良 

いのか、関西、京都とかのあちらの方は中々厳しい。福岡で 

も宿を取るのは非常に大変な状況なので、修学旅行をする 

というのも、前のように単純にできにくくなってきている 

のではないかと考えているのですけれども、それはどうで 

しょうか。 

末平学校教育課長 はい。修学旅行については、本当に仰る通り値段がもうどん 

どん上がっています。小学校で私が引率していた頃は、大体 

一泊二日で２万円位だったのが、今大体２万８千円位にな 

っています。中学校の方もどんどん値上がりを当然してい 

るところなので、修学旅行のあり方ということも、今の形を 

ずっと続けていけば良いということではありませんので、 

各学校はそこは検討していくことになろうかとは思います。 

旅行代については、ここは工夫ができるところかと思って 

いまして、今各学校が旅行会社と契約しておりますので、ど 

うしても分母が、生徒数が少ないと値段が上がっていく傾 

向があります。バスをチャーターする値段であったりとか 

上がってきますので、契約の仕方を工夫してできるだけ大 
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口の契約にすることによって、旅行代を押さえることがで 

きるのではないかと今研究をしていきたいと思っています 

ので、他市の取組も参考にしながら、そこを工夫していきた 

いと思っています。 

岩 光 教 育 長 はい。そのことについては、この後の市議会の質問の中にも 

修学旅行のことは出ていたので、それに対する答弁も入っ 

ていると思います。それでは、市議会一般質問、議案質疑に 

ついて、という資料の中で委員さん方何かご質問とかご意 

見とかよろしいでしょうか。この中に瀧口議員の質問の中 

に、修学旅行費の費用に対する補助についてというところ 

に質問が入っていました。２１頁です。では、このことにつ 

いてはよろしいですか。 

全 委 員  はい、よいです。 

 

 

【その他】 

 

  ○福永委員からの質問について 

 

福 永 委 員 給食センターに伺いたいのですけれども、色々な話が入っ 

てくるのですけれども、給食を作ってくださっている調理 

員さんを減らすという話を聞いたのですけれども、間違い 

ないですか。 

高橋給食センター所長 調理員の定員の見直しは行っています。給食センターだけ 

ではなくて、先程学校教育課長も言われましたけれども、全 

体で見直しという形の中で給食センターもそのひとつにな 

っています。国東の調理場については、３調理場あるのです 

けれども、それぞれ国見の方が７名から５名、それから国東 

が１２名から１１名、安岐の方は８名から７名、計４名定員 

が減っています。ただ、調理員と協議しながら、その分につ 

いては対応していくという形でしていくというところであ 

ります。以上です。 

福 永 委 員 調理員さんを減らしてやっていく、減らす理由というのは、 

ただ子どもの数がどんどん減ってきていますし、提供する 

給食の数が減ってきているのはもう間違いないと思います 

が、それに伴うことなのかなとちょっと思ったりしたので 

すけれども。 

高橋給食センター所長 定員については、ずっと見直しをしていなくて、今仰る通り 

年々ずっと減ってきているのですけれども、調理員の数を 

減らしてきていなかったこともありまして、今回全体の業 
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務を見ながら見直せる部分は見直すという形で、今先程言 

いました人数で十分やっていけるという判断の中で見直し 

をさせていただいているという流れです。 

福 永 委 員 調理員さんの異動というものはあるのですか。 

高橋給食センター所長 はい。２１日に配置の通知をしたのですけれども、異動はあ 

りました。今年は。去年はなかったのですけれども、今年は 

職場環境も含めて、見直しも含めて異動はさせております。 

調理場で人数は変わりますけれども、異動はありました。 

福 永 委 員 そもそも異動に関しては詳しくは知りませんけれども、例 

えば国見等３調理場そこに通ってくださる方々は、割とそ 

の地域に近い方々がそこで働いていらっしゃるのかなとい 

うふうに自分は思っているのですけれども、それについて 

は現状どういう感じなのか。そして、何故異動しなければい 

けないのか。前に調理場の方に話を伺った時には、各調理場 

で同じ事を業務として携わっていたとしても、やっぱり調 

理場で少しずつやり方が違ったりすることがある。そして 

そこに行った時には、何かしら少し輪が乱れるといいます 

か、調理員の輪が少し、ちょっと重たい雰囲気になるという 

こともあったという話も聞いたことがあります。なので、調 

理員さんが今まで慣れた職場から異動することが本当に良 

いことなのか、それとも長く同じ現場でずっと働いていた 

だいた方が良いのか。僕はずっと同じところが良いのでは 

ないかと思うのですけれども、異動をする理由というのは 

何かあるのですか。 

高橋給食センター所長 はい。異動する理由については、調理員も会計年度任用職員 

になるのですけれども、職員と同じように異動の対象にな 

るということになっています。従って、職員と同様に異動す 

るような形にしています。配置の状況なのですけれども、確 

かに交通費の関係、通勤距離の関係で近い方がいらっしゃ 

いますけれども、それだけで決めて配置をしている訳では 

ないということでご理解いただきたいなと思っております。 

状況については、職員と同じように異動をする形に、年度が 

決まった地方公務員になりますので、同じ扱いをするとい 

う方向で異動しています。 

福 永 委 員 働いていらっしゃる方々にとっては、自分の家から近いと 

ころに通えた方が一番良いですし、その方が僕も働いてい 

る職場で良い仕事ができるのではないかというふうに思っ 

ています。なので、市の方針として色々あるのかもしれませ 

んけれども、やっぱり現場で働いていらっしゃる方々の状 

況とか気持ちとか、そういうものを一番大事に考えていた 

だいて、引いてはそれが給食を食べる子どもたちにも関わ 
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ってくるということになるのではないのかなというふうに 

僕は思っています。なので、色々思いはあるのかもしれませ 

んけれども、現場で働いてくださっている方々の思いとい 

うか、働きやすい、楽しく働けるような職場づくりになるよ 

うに力を与えていただけたらなというふうに思っています。 

もうひとつなのですけれども、国見小学校からよく通信を 

いただくのですけれども、その中に前も話したのですけれ 

ども給食で出てくるフルーツサンドのことです。保護者か 

らも質問が出ています。これが保護者の質問としては、どう 

してもこれはデザートにしか思えない。それに対して学校 

側が栄養職員の方に確認してくださっています。栄養職員 

の方が答えとしては、食パンなので主食としてこれは出し 

ていますと。後は子どもからのリクエストが高い献立なの 

で年に一回だけ出すと。中に挟んであるイチゴは国見産の 

イチゴを使用しているという回答だったらしいです。それ 

で、食パンが主食にあたるので、この献立は良いのだという 

ご判断らしいのですけれども、ちょっと僕には理解できな 

いです。では、食パンを使っていれば何でも良いのかという 

ふうにも捉えられかねない返答なのです。なので、色々考え 

てしてくださっていることとは思うのですけれども、実際 

にこの栄養職員の方と話してみたい位にあるのですけれど 

も、本当にこれで良いのかなと。食育とは、こういうことを 

言うことではないような気がするのですけれども、もうち 

ょっと栄養職員の方には意識を変えていただけたらなとい 

う部分があります。これは別に押しつけでも何でもなくて、 

自分の個人的な意見なので、強要する気は全くございませ 

んので、一応意見として言わせていただきます。 

高橋給食センター所長 今いただいた意見については、栄養教諭、栄養職員がいらっ 

しゃいますので、共有はしたいと思っております。 

岩 光 教 育 長 はい。福永委員さんの意見は要望でいいですか。 

福 永 委 員 押しつける気はありません。 

岩 光 教 育 長 では、ご意見ということでお受けするということにしたい 

と思います。 

古 城 委 員 今ちょっと聞こえたのですけれども、年に一回だけなので 

すか。 

高橋給食センター所長 今資料を持っていないので、何回出しているかというのは 

はっきりお答えできないのですけれども、前も福永委員さ 

んから言われていますので、それは事実だと思います。年間 

何回いつ出しているというのは今把握していません。申し 

訳ないのですけれども。１：４１：４９ 

岩 光 教 育 長 古城委員さん、いいですか。調べてもらいますか。 
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古 城 委 員 やっぱり私もあまり何回も出していると、甘い物よねと感 

じてしまうので、それをお昼ご飯としてというのは。時々ご 

褒美とかであればありかなとかは思ったりするのですけれ 

ども。何か感覚としたら私等はそういう感覚かなと思いま 

す。 

高橋給食センター所長 多分アンケートを取っているのだと思います。卒業生を対 

象に。各小学校、それから中学校の卒業生を対象に。中学校 

３年生、小学校６年生についてはアンケートをですね。リク 

エストメニューを作るために年度末に取っているのだと思 

います。その中で要望があったものの上位３つ位までは２ 

月、３月の献立に入れるというその中で出しているのだと 

思います。以上です。 

岩 光 教 育 長 はい。それでは今ご意見があったことを含めて栄養士さん 

の方にはお伝えしてください。 

 

 

○令和７年４月１日付異動内示について 

 

村井教育総務課長 〈教育委員のみに配付した資料で内容について説明〉 

末平学校教育課長 〈教育委員のみに配付する資料について説明〉 

 

 

 

 

【午前１１時２０分 閉会】 

 
   村井教育総務課長 閉会宣言 

 

 

令和７年４月２４日 

 

（署名委員） 教育委員  松 尾 泰 二  ㊞ 

 

教育委員  古 城 芙美枝  ㊞ 

 

（会議録作成者） 国東市教育委員会 
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